
高規格幹線道路等の現在の手続き

資料４



高規格幹線道路の手続きその他の道路計画の流れ

予定路線 路線の指定

基本計画 基本計画

新規事業化新規事業化

渋滞対策協議会など地元自治
体との議論を通じて課題抽出

幹線道路網協議会での議論

構想段階のPI

新規事業化

国土形成計画（全国計画）

広域地方計画

全国

ブロック別

・個別面的開発、施設整備などが位置づけ

国レベル

ブロックレベル

都道府県レベル

道路計画 国土・地域計画

都計法に基づく
都市計画手続き
（アセス法に基づく

手続き）

国土・地域計画

高速自動車国道
一般国道
自動車専用道路

階層に応じた調整

広域地方計画

調整

整備計画 整備計画
都市計画手続き

環境アセスメント手続き

① 計画体系の考え方

高規格幹線道路の考え方(6つの機能)
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高速自動車国道に並行する
一般国道自動車専用道路

一般国道自動車専用道路高速自動車国道

国幹会議

国幹会議

有料道路方式
による整備

基本計画決定
（大臣）

整備計画決定
（大臣）

新直轄方式に
よる整備

関係都道府県 意見聴取

基本計画決定
（道路局長）

整備計画決定
（道路局長）

新規事業化

≪ﾙｰﾄ・構造規格の具体化≫

≪事業化段階≫

都市計画決定
（環境影響評価）

都市計画決定
（環境影響評価）

（新規事業採択時評価）（新規事業採択時評価）

予定路線 路線の指定

② 高規格幹線道路等の現在の手続き

構想段階ＰＩ 構想段階ＰＩ

新規事業化

都市計画決定
（環境影響評価）

（新規事業採択時評価）

構想段階ＰＩ

１．高速自動車国道は、基本計画、整備計画の策定について、国土開発幹線自動車道建設会議（以下、国幹会議）の議を経て、

大臣が決定している。一般国道自動車専用道路等については、現在、第三者機関における審議はなされていない。

渋滞対策、防災等、基礎調査の実施
改築等調査の実施
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決定事項

一般国道自動車専用道路高速自動車国道

１．一般国道路線名

２．区間及び延長

３．経過市町村名

４．構造規格（車線数、種級区分、設計速度、幅員）

５．連結位置・連結予定施設

６．工事に要する費用の概算額

１．経過する市町村名

２．車線数

３．設計速度

４．連結位置及び連結予定施設

５．工事に要する費用の概算額

６．その他必要な事項

整備計画

１．一般国道路線名

２．区間及び概略延長

３．経過する主要市町村名

４．構造規格（標準車線数、設計速度）

１．建設線の区間

２．建設線の主たる経過地

３．標準車線数

４．設計速度

５．道路等との連結地

６．建設主体

基本計画

③ 高規格幹線道路の現在の手続き （各段階での審議事項）

１．高規格幹線道路は、基本計画、整備計画を策定しながら、事業実施に向けた手続きを進めている。
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地域高規格道路その他の一般国道

≪ﾙｰﾄ・構造規格の具体化≫

≪事業化段階≫

④ その他の道路の現在の手続き

新規事業化

都市計画決定
（環境影響評価）

（新規事業採択時評価）

構想段階ＰＩ

調査区間指定
（道路局長）

新規事業化

整備区間指定
（道路局長）

都道府県等から
指定候補の報告

都道府県等から
指定候補の報告

都市計画決定
（環境影響評価）

１．その他の一般国道等についても、都市計画決定や、新規事業採択時評価など、所要の手続きを経て、事業を実施している。

２．地域高規格道路については、その他に、調査区間や整備区間を指定しながら、整備を進めている。

構想段階ＰＩ

（新規事業採択時評価）

計画路線の指定

広域道路整備基本計画

渋滞対策、防災等、基礎調査の実施
改築等調査の実施
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